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議案第１７号 
 
 

杵築市行政組織条例の一部改正について 
 
 

杵築市行政組織条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 

令和８年２月２４日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市行政組織条例の一部を改正する条例 
 
杵築市行政組織条例（平成２０年杵築市条例第４３号）の一部

を次のように改正する。 
第２条第３項に次の１号を加える。 
（８） 公共施設のマネジメントに関すること。 
第２条第４項中第５号を削り、第６号を第５号とする。 
 

附 則 
  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１８号 
 
 

杵築市コミュニティセンター条例の一部改正につい

て 
 
 

杵築市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 
 
 

令和８年２月２４日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 

               記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



 

杵築市コミュニティセンター条例の一部を改正する

条例 

 

杵築市コミュニティセンター条例（平成２９年杵築市条例第２

９号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１東山香地区コミュニティセンターの項中「杵築市山香

町大字広瀬３１１番地８」を「杵築市山香町大字広瀬５１２番地 

」に改める。 

 

附 則 

  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１９号 
 
 

杵築市特別職の職員の給料月額の臨時特例措置に関 
する条例の一部改正について 

 
 

杵築市特別職の職員の給料月額の臨時特例措置に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 

令和８年２月２４日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市特別職の職員の給料月額の臨時特例措置に関 
する条例の一部を改正する条例 

 
杵築市特別職の職員の給料月額の臨時特例措置に関する条例（ 

平成２９年杵築市条例第６号）の一部を次のように改正する。 
本則中「令和２年４月１日から令和７年１０月２２日まで」を

「令和８年４月１日から令和８年９月３０日まで」に、「５７４，

０００円」を「７７９，０００円」に、「５２４，０００円」を

「６２８，８００円」に、「４６４，０００円」を「５６２，６

００円」に改める。 
附則に次の１項を加える。 
（失効） 

４ この条例は、令和８年９月３０日限り、その効力を失う。 
 

附 則 
 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２０号 
 
 
   杵築市職員の給与の特例に関する条例の制定につい

て 
 
 
 杵築市職員の給与の特例に関する条例を次のように定める。 
 
 

令和８年２月２４日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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   杵築市職員の給与の特例に関する条例 
 

（給与月額の特例） 
第１条 令和８年４月１日から令和８年９月３０日までの間（以

下「特例期間」という 。） においては、杵築市職員の給与に関

する条例（平成１７年杵築市条例第４１号。以下「給与条例」

という 。） 別表第１の適用を受ける職員（令和８年４月１日以

降に新たに職員となった者及び適用を受ける職員の区分が定年

前再任用短時間勤務職員である職員を除く。以下「一般職員」

という 。） の給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給

料月額に１００分の１ . ５を乗じて得た額を減じた額とし、杵

築市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成１

７年杵築市条例第４２号）及び杵築市企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例（平成１７年杵築市条例第２１９号）の適

用を受ける職員の給料月額は、一般職員の例による。ただし、

手当の額及び勤務１時間当たりの給与額（給与条例第１６条の

規定を適用する場合における勤務１時間当たりの給与額を除く。 

）の算定の基礎となる場合を除く。 

２ 特例期間においては、前項の規定の適用を受ける職員の給与

条例第１６条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、給与条

例第２０条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給

与額から、給料月額に１２を乗じた額を、１週間当たりの勤務

時間に５２を乗じた時間数から市長が別に定める日の勤務時間

数を差し引いた時間数で除して得た額に当該職員に該当する前

項に定める率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。 
（杵築市職員の育児休業等に関する条例の特例） 

第２条 特例期間においては、杵築市職員の育児休業等に関する

条例（平成１７年杵築市条例第２９号）第２２条の規定の適用
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については、同条中「給与条例第２０条」とあるのは、「杵築

市職員の給与の特例に関する条例（令和８年杵築市条例第  

号）第１条第２項」とする。 

（杵築市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例） 

第３条 特例期間においては、杵築市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例（平成１７年杵築市条例第２８号）第１７条第３項

の規定の適用については、同項中「同条例第２０条」とあるの

は、「杵築市職員の給与の特例に関する条例（令和８年杵築市

条例第  号）第１条第２項」とする。 

 （端数計算） 

第４条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずること

とされる額を算定する場合において、当該額に１円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この条例は、令和８年９月３０日限り、その効力を失う。 
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議案第２１号 
 
 

杵築市国民健康保険税条例の一部改正について 
 
 

杵築市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 
 
 

令和８年２月２４日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
 
杵築市国民健康保険税条例（平成１７年杵築市条例第１２９号 

）の一部を次のように改正する。 
第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」

に改め、 「「 介護納付金」という。）」の次に「及び子ども・子育

て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子ども・子育

て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金 
」という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

（４） 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税の

うち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（ 
県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子

ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る 。） に充てるための国民健康保険税の課税額を

いう。以下同じ 。）  
第２条第３項中「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、

同条に次の１項を加える。 
５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く 。） 及びその世帯に属する国民健

康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳

以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「 
法」という 。） 第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上

被保険者をいう。以下同じ 。） につき算定した１８歳以上被保

険者均等割額を加算した額とする。 
第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下

「法」という。）」を「法」に、「１００分の１０．５０」を「１

００分の８．４２」に改める。 
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第５条第１号中「第７条の２」の次に「、第１０条の５」を加

え、「２２，０００円」を「１６，７００円」に改め、同条第２

号中「１１，０００円」を「８，３５０円」に改め、同条第３号

中「１６，５００円」を「１２，５２５円」に改める。 
第１０条の次に次の４条を加える。 
（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の所得割額） 
第１０条の２ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得

金額等に１００分の０．３１を乗じて算定する。 
（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の被保険者均等割額） 
第１０条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１

人について９００円とする。 
（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の１８歳以上被保険者均等割額） 
第１０条の４ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、

１８歳以上被保険者１人について１００円とする。 
（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課

税額の世帯別平等割額） 
第１０条の５ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 
   （１） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６００円 
   （２） 特定世帯 ３００円 
   （３） 特定継続世帯 ４５０円 

第２４条第１項中「並びに同条第４項」を「、同条第４項」に

改め、「１７万円 ）」 の次に「並びに同条第５項の子ども・子育

て支援納付金課税額からキ及びクに掲げる額を減額して得た額」

を加え、同項第１号イ（ア）中「１５，４００円」を「１１，６
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９０円」に改め、同号イ（イ）中「７，７００円」を「５，８４

５円」に改め、同号イ（ウ）中「１１，５５０円」を「８，７６

８円」に改め、同号に次のように加える。 
 キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く 。） １人について６３０円 
 ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれに定める額 
 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４２０円 
 （イ） 特定世帯 ２１０円 
 （ウ） 特定継続世帯 ３１５円 

第２４条第１項第２号イ（ア）中「１１，０００円」を「８，

３５０円」に改め、同号イ（イ）中「５，５００円」を「４，１

７５円」に改め、同号イ（ウ）中「８，２５０円」を「６，２６

３円」に改め、同号に次のように加える。 
 キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く 。） １人について４５０円 
 ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれに定める額 
 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３００円 
 （イ） 特定世帯 １５０円 
 （ウ） 特定継続世帯 ２２５円 

第２４条第１項第３号イ（ア）中「４，４００円」を「３，３

４０円」に改め、同号イ（イ）中「２，２００円」を「１，６７

０円」に改め、同号イ（ウ）中「３，３００円」を「２，５０５
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円」に改め、同号に次のように加える。 
 キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く 。） １人について１８０円 
 ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれに定める額 
 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １２０円 
 （イ） 特定世帯 ６０円 
 （ウ） 特定継続世帯 ９０円 

第２４条第２項に次の１号を加える。 
（３） 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 
ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 １３５

円 
イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 ２２５

円 
ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 ３６０

円 
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４５０円 

第２４条第３項に次の２号を加える。 
（７） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支

援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第

１０条の２の規定により算定した所得割額の１２分の１

の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 
  （８） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支
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援納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者

につき第１０条の３の規定により算定した被保険者均等

割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分

の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額 
附則第９項、第１０項及び第１２項から第１９項までの規定中

「、第８条」の次に「、第１０条の２」を加える。 
 

附 則 
  （施行期日） 

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
（適用区分） 

２  この条例による改正後の杵築市国民健康保険税条例の規定は、

令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令

和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例に

よる。 
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議案第２２号 
 
 

杵築市企業立地促進条例の一部改正について 
 
 

杵築市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 
 
 

令和８年２月２４日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市企業立地促進条例の一部を改正する条例 
 
杵築市企業立地促進条例（平成２３年杵築市条例第８号）の一

部を次のように改正する。 
附則第２項中「令和８年３月３１日」を「令和１１年３月３１

日」に改める。 
 

附 則 
  （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
 （杵築市税特別措置条例の一部改正） 
２ 杵築市税特別措置条例（平成１７年杵築市条例第８１号）の

一部を次のように改正する。 
  第７条第１項及び第２項中「令和８年３月３１日」を「令和

１１年３月３１日」に改める。 
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議案第２３号 

 

 

杵築市漁港管理条例の一部改正について 

 

 

杵築市漁港管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和８年２月２４日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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杵築市漁港管理条例の一部を改正する条例 

 

杵築市漁港管理条例（平成１７年杵築市条例第１６３号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１中 

「 

２６９円 

  を １，７５０円 

２，６００円 

 」 

「 

２７４円 

  に改める。 １，８００円 

２，６５０円 

           」 

別表第２中 

「 

１７２円 

  を 

１３１円 

１２０円 

１２０円 

８１円 

１４７円 

９６円 

１７２円 

５６円 

６９円 
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８１円 

１３２円 

」 

「 

１７５円 

に改める。 

１３３円 

１２２円 

１２２円 

８３円 

１４９円 

９６円 

１７５円 

５７円 

７０円 

８３円 

１３４円 

」 

 

附 則 

  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２４号 

 

 

杵築市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につ 

いて 

 

 

杵築市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

 

 

令和８年２月２４日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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杵築市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す 

る条例 

 

 杵築市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年杵築市条例第

１８８号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」

に改め、同号ただし書中「１４，５００円」を「１５，０００円 

」に改め、同条第３項中「１００円」を「４３３円」に改め、「、

第２号に該当する扶養親族については１人につき３８３円を」を

削り、「第３号から第６号まで」を「第２号から第５号まで」に

改め、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第

６号までを１号ずつ繰り上げる。 

 別表団長及び副団長の項中「１２，９００円」を「１３，３４

０円」に、「１３，７００円」を「１４，１７０円」に、「１４，

５００円」を「１５，０００円」に改め、同表分団長及び副分団

長の項中「１１，３００円」を「１１，６７０円」に、「１２，

１００円」を「１２，５００円」に、「１２，９００円」を「１

３，３４０円」に改め、同表部長、班長及び団員の項中「９，７

００円」を「１０，０００円」に、「１０，５００円」を「１０，

８４０円」に、「１１，３００円」を「１１，６７０円」に改め

る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の杵築市消防団員等公務災害補償条例

第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行
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の日以後に支給すべき事由の生じた杵築市消防団員等公務災害

補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」

という 。） 並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の

期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条

第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する

遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という 。） について適

用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年

金等を除く 。） 及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の

期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 
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議案第２５号 

 

 

杵築市過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

 

杵築市過疎地域持続的発展計画の一部を変更することについて、

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律

第１９号）第８条第１０項の規定において準用する同条第１項の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和８年２月２４日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 

 

 

杵築市過疎地域持続的発展計画 新旧対照表（別冊） 
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議案第２６号 

 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

て 

 

 

次のとおり辺地に係る公共的施設の総合整備計画を策定するこ

とについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第１

項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和８年２月２４日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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総 合 整 備 計 画 書 
 

大分県杵築市 上
かみ

 辺地 
（辺地の人口 788 人  面積 40.5ｋ㎡） 

 
１ 辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称 
    杵築市山香町大字 日指、久木野尾、南畑 
（２）地域の中心の位置 

     杵築市山香町大字日指１５４６番地 
（３）辺地度点数 

     １９１点 
 
２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

当該辺地は、杵築市西端の山間へき地に位置し、過疎化が進んでいる地域であ

る。 
    

（１）道路・橋梁 
市道重永吉野渡線は、総延長 5.6km、地域住民が買い物や病院等の旧山香町中

心部へ向かう際のアクセス道路としての役割や隣接する他の集落へ移動するため

の生活道路である。もともと幅員が約 2.5m と狭小でカーブが多く、車両通行に

支障をきたしていたことから、順次道路拡張等整備を進め、旧山香町中心部まで

のアクセス時間の短縮や通行車両及び歩行者の危険性を解消し、生活道路として

の利便性の向上を図る必要がある。 
 

（２）公民館その他の集会施設 
当該辺地のコミュニティセンターは、昭和 52 年に建設され、40 年以上経過し

ており、老朽化が激しい状況である。 
そこで、当該辺地にある閉校した旧小学校校舎を利用した移転改修を行うこと

で、地域づくりや地域福祉活動などをより発展させ、更なる地域コミュニティの

活性化・地域の自立性向上を図るために当施設の整備を行う必要がある。 
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３ 公共的施設の整備計画 
令和８年度から令和１２年度までの５年間 

（単位 千円） 
区分 

事業費 

財源内訳 一般財源
のうち辺
地対策事
業債の予
定額 

施設名 事業主体 
特定財

源 
一般財源 

〔交通通信〕 
市道 
重永吉野渡線 

 L=230m 

杵築市 78,702 40,500 38,202 38,100 

〔公民館その他の集

会施設〕 
上地区コミュニティ

センター 

杵築市 100,000 50,000 50,000 47,500 

合計 178,702 90,500 88,202 85,600 
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議案第２７号 
 
 

市道の路線認定について 
 
 
  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定によ

り次のように認定する。 
 
 

令和８年２月２４日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 

 
              記 
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１ 認定する路線 

路線名 延長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

幅員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

起   点 
備考 

終   点 

谷本篠線 620.0 6.0 ～ 
11.5 

杵築市山香町大字山浦字谷 2829 番 2 地先 

杵築市山香町大字山浦字本篠 2912 番 地先 
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Ｌ = 620.0m

たにもとしのせん

谷本篠線

Ｗ = 6.0m ～ 11.5m

認 定
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報告第１号 
 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規 
定により、別紙のように専決処分したので、同条第３項の規定に 
より報告し、承認を求める。 
 
 
  令和８年２月２４日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
               
              記 
 
 

令和７年度杵築市一般会計補正予算（第１０号）・・・別冊 
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報告第２号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ

うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 
 
 
令和８年２月２４日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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専 決 処 分 書      
 

本市職員が公務中に起こした物損事故について、地方自治法第

１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 
令和８年１月２６日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
             

記 
 

市は、物件に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決定

し、和解する。 
 

１ 損害賠償の相手方  住所 ■■■■■■■■■■■■■■

■ 
          氏名 ■■■■■■■ 
 

２ 事故発生年月日   令和７年１０月３０日 
 

３ 事故発生場所    ■■■■■■■ 
 

４ 事故原因・状況 
   上記場所にて、本市職員が公用車の移動を求められ急いで

バックしたところ、後方確認不足により停車中の相手方車両

右後方部に接触し、破損させた。 
 

 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
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    事故の責任割合は、市が１００％となり、相手方車両の修

繕料４９０，９３２円を市が相手方に支払う。 
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